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保護者のみなさまへ  

 

 

豊能町教育委員会 

 

 

令和５年度 就学援助制度のお知らせ 
 

  
就学援助とは、経済的な理由により豊能町立小・中学校等への就学が困難な児童及び生徒の保護者に

対して、学用品費や給食費等を援助する制度です。 

 就学援助を希望される方は、認定基準がありますので、次の事項をお読みの上、お申込みください。 

 

◎援助を受けられる方 

  ○生活保護を受けている。 

 

○前年度または当該年度において、次のいずれかに該当される方（以下、主な該当事項） 

 ・生活保護が停止または廃止になったが、なお就学に必要な経費に困っている。 

 ・町民税非課税または減免を受けている。 

 ・個人事業税の減免を受ている。 

 ・国民年金保険料の全額免除または国民健康保険税の減免を受けている。 

 ・児童扶養手当を受給している。（児童手当や特別児童扶養手当は該当しません。）  

 など、所得や家族の状況等を総合的に判断し、教育委員会が認定します。  

 

○前年中の家族全員の合算した所得が生活保護法による需要額に１.３を乗じた額以下である。 

 

≪認定基準所得の例≫ 

それぞれの家族構成や年齢等によって額が異なります。 
令和５年４月１日現在の満年齢 

家族構成 認定基準所得額の目安 

３人家族（父３０歳代、母３０歳代、小学生） 約２５０万円以下 

３人家族（父３０歳代、母３０歳代、中学生） 約２６８万円以下 

 
※上記のほか、特別な事情により生活が困窮していて、就学援助を希望される方はご相談ください。 

 

◎ご相談・申込先 ⇒ 教育委員会または学校にご印鑑と就学援助費の認定基準を証明する書類等をご

持参ください。（郵送も可） 

           町ホームページにも掲載されておりますので、そちらもご確認下さい。 

          （「就学援助」と検索して下さい） 



 

◎申込期間と支給対象となる月 ⇒ 以下の表のとおりです。 

申込期間 支給対象となる月 

４月 ～ ７月 ４月分から支給 

８月 ～１１月 ８月分から支給 

１２月 ～ ３月 １２月分から支給 

※転入の方は、転入学後、速やかに申し込んでください。 

なお、転入学日が転入学月の１６日以降の場合は、転入学月は支給対象月となりません。 

 （例）５月１５日に転入学の場合：５月分から支給 

５月１６日に転入学の場合：６月分から支給（転入学日が転入学月の１６日以降のため、 

５月分は支給対象となりません。） 

 

◎認定結果  ⇒  審査の結果、認定された方には認定通知を送付します。 

 

◎参考資料：令和４年度の就学援助費の額（令和５年度の金額は、以下の金額より変更される 

場合があります。）                           

（年額） 

援助費の項目 小学校 中学校 

学用品・通学用品費 
１年    １１，６３０円 

２～６年  １３，９００円 

１年    ２２，７３０円 

２～３年  ２５，０００円 

校外活動費 
日帰り  １，６００円まで 

宿泊   ３，６９０円まで 

日帰り  ２，３１０円まで 

宿泊   ６，２１０円まで 

新入学児童生徒 

学用品費 

１年生   ５４，０６０円 １年生   ６０，０００円 

※ 令和５年３月に入学前支給を受けられた方には支給され 

ません。（ただし令和５年度に支給額が変更され、差額 

が発生した場合は差額分を支給） 

修学旅行費 実費額 実費額 

学校給食費 実費額 実費額 

※ 医療費については、法律に定められた疾病で、学校の健康診断時に治療の指示

を受けた場合のみが、対象になります。他の制度（生活保護等）の無料で治療を

受けられる場合を除いた場合の保護者負担分を援助するものとします。（全ての

医療費が対象ではありませんので、病院に行かれる前に学校にご相談ください。） 

※就学援助費は、年３回に分けてご指定の口座に振り込みます。 

 

 

 

 

                                      
                   （問い合わせ） 

豊能町教育委員会事務局  

教育総務課（℡７３９－３４２６） 

                       

                  


